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売買契約書 様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

この契約書の案は、県が土地等をお譲りする場合の標準的な契約書を 

参考としてお示ししております。 

実際の契約書は，案件によっては若干異なる場合がございますので御 

承知ください。 
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売 買 契 約 書 

売払人宮城県（以下「甲」という。）と買受人   （以下「乙」という。）とは，土地の売買について， 

次の条項により契約を締結する。 

（売買物件） 

第１条 売買物件は，次のとおりとする。 

 （注）売買物件に電柱等があるときは次のただし書きを加える。別紙については22ページの様式を使用する

こと。ただし別紙の特約を付する。 

所  在  地 区  分 数   量 摘     要 

    

                                                                      （別添図面朱線内部分） 

（売買代金） 

第２条 売買代金は，金    円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は，この契約締結と同時に契約保証金として金   円を甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金は，第６条第２項若しくは第１３条第２項に定める違約金若しくは第１７条に定める損

害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

３ 第１項の契約保証金には，利息を付さないものとする。 

４ 第１項の契約保証金は，乙から甲への申出により，売買代金の一部として充当できるものとする。 

 （代金の支払） 

第４条 乙は，売買代金を，甲の発行する納入通知書により令和 年  月  日までに甲に支払わなければ

ならない。 

２ 甲は，乙から前条第４項に定める契約保証金の売買代金への充当の申出があった場合は，第２条に定める

売買代金から契約保証金を除いた金額を乙に請求するものとする。  

 （契約保証金の充当） 

第５条 売買代金への充当の申出があった契約保証金は，前条第２項に定める金額を乙が完納したとき甲にお

いて充当するものとする。 

 （違約金） 

第６条 甲は，乙が第４条の期日までに売買代金を支払わなかったときは，当該売買代金について当該期日の

翌日から支払の日まで年２.５％に相当する違約金を徴収するものとする。ただし，当該金額が 100 円未満

であるときは，その全額を切り捨てるものとする。 

２ 乙は，第１０条に定める義務に違反したときは，売買代金の３割に相当する額を違約金として甲に支払わ

なければならない。 

３ 前２項の違約金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

（所有権の移転及び登記の嘱託） 

第７条 売買物件の所有権は，乙が売買代金（前条第１項に規定する違約金を含む。）を完納したとき乙に移

転するものとする。 

２ 乙は，前項の規定により売買物件の所有権が移転した後，甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし，

甲はその請求により遅滞なく当該登記を嘱託するものとする。この場合の登録免許税は，乙の負担とする。 

 （売買物件の引渡し） 

第８条 甲は，売買物件の所有権が移転した日から１０日以内で甲乙両者の定める日に当該物件をその所在す

る場所において乙に引き渡し，乙は当該物件の受領証を甲に提出しなければならない。 

 （危険負担） 

第９条 乙は，この契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでの間において当該物件がその責めに帰す

ることのできない理由により滅失又は毀損した場合は，甲に対して売買代金の減免を請求することができる

ものとする。 

（売買物件の用途規制） 

第１０条 乙は，この契約締結後５年間は，売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭

和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定する風俗営業，同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その
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他これに類する業の用又は暴力団排除条例（平成22年宮城県条例第67号。以下「条例」という。）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所，同条第４号に規定する暴力団員等の住居そ

の他これらに類するものの用に供してはならない。 

２ 乙は，売買物件を第三者に貸し付けるときは，前項に定める義務を賃借人に承継させなければならない。 

 （契約不適合責任） 

第１１条 乙に引き渡された売買物件が種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しない（以下「契約不

適合」という。）場合でも，乙は，甲に対し，売買物件の補修の請求，代替物の引渡し請求，不足分の引渡

しによる履行の追完の請求，その契約不適合の程度に応じた代金の減額請求，損害賠償の請求又は契約の解

除をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず，この契約が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第３項に規定する｢消

費者契約｣に該当する場合は，この契約締結後において，売買物件引渡しの日から２年間に限り，乙は，売買

物件に契約不適合を知った場合，甲に対し，不足分の引渡しによる履行の追完の請求，その契約不適合の程

度に応じた代金の減額請求，損害賠償の請求又は契約の解除をすることができる。 

（契約保証金の還付等） 

第１２条 甲は，乙が第４条第１項に定める義務を履行したときは，乙の請求により遅滞なく第３条第１項に

定める契約保証金を乙に還付するものとする。ただし，第５条の規定により売買代金に充当した契約保証金

については，この限りでない。 

２ 甲は，乙が第４条第１項に定める義務を履行しないときは，第３条第１項に定める契約保証金を甲に帰属

させることができる。 

 （暴力団排除に係る解除） 

第１３条 乙が次の各号のいずれかに該当した場合には，甲は，何らの催告を要せずして，この契約を解除す

ることができる。この場合乙の使用人が乙の業務として行った行為は，乙の行為とみなす。 

(1）暴力団又は暴力団員等であるとき。 

(2）乙の役員等（法人の場合は，非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者，その他の団 

体の場合は，法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等，個人の場合は，その者並びに支配人

及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が，自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって，暴力団，暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。 

(3) 乙の役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的又は 

積極的に暴力団の維持及び運営に協力し，又は関与していると認められるとき。 

(4）乙の役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(5) 乙の役員等が，暴力団又は暴力団員等と取引したり，又は不当に利用するなどしていると認められると 

き。 

 (6) 次に掲げる行為をする者と認められるとき（第三者を利用してする場合を含む。）。 

イ 暴力的な要求行為 

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ハ 契約履行に際しての脅迫的な言動又は暴力 

ニ 偽計又は威力を用いての県職員等の業務の妨害 

   ホ イからニまでに掲げる行為に準ずる行為 

 (7)  乙の役員等が，暴力団又は暴力団員等に自己の名義を利用させ，この契約を締結したとき。 

 (8) 乙の役員等が，自ら又は第三者をして本物件を暴力団又は暴力団員等の事務所その他の活動の拠点に供

したとき。 

 (9) 乙の役員等が，本物件に暴力団又は暴力団員等を居住させ，又は反復継続して暴力団又は暴力団員等を

出入りさせたとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には，乙は，甲に対し，違約金として売買代金の２０％相当

額を支払うものとする。この違約金は，第１７条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないもの

とする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合には，乙は，解除により生じる損害について，甲に対し一

切の請求を行わないものとする。 

 （契約の解除） 

第１４条 前条の規定のほか，甲は，乙がこの契約に定める義務を履行しないときは，この契約を解除するこ

とができる。 
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 （返還金等） 

第１５条 甲は，前２条に定める解除権を行使したときは，乙が支払った売買代金を返還するものとする。こ

の場合の当該返還金には，利息を付さない。 

２ 甲は，解除権を行使したときは，乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は，解除権を行使したときは，乙が売買物件に支出した必要経費，有益費その他一切の費用は償還しな

い。 

 （原状回復義務等） 

第１６条 乙は，甲が第１３条及び第１４条の規定により解除権を行使したときは，甲の指定する期日までに

売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし，甲が売買物件を原状に回復させることが適当

でないと認めたときは，現状のまま返還させることができる。 

２ 乙は，前項ただし書きの場合において，売買物件が滅失又は毀損しているときは，その損害賠償として契

約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また，乙の責に帰する理由に

より甲に損害を与えている場合には，その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は，第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは，甲の指定する期日までに当該物件の

所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

 （損害賠償） 

第１７条 乙は，この契約に定める義務を履行しないため又は義務の履行が不能であるため甲に損害を与えた

ときは，その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 （返還金の相殺） 

第１８条 甲は，第１５条第１項の規定により売買代金を返済する場合において，乙が第１３条第２項に定め

る違約金又は前条に定める損害賠償金を甲に支払う義務があるときは，返還する売買代金の全部又は一部と

相殺することができる。 

 （契約の費用） 

第１９条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は，乙の負担とする。 

 （裁判管轄） 

第２０条 この契約に関する訴えの管轄は，甲の本庁舎所在地を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。 

 （その他） 

第２１条 この契約に関し，疑義が生じたとき又は定めのない事項については，その都度甲乙協議して決める

ものとする。 

 

 この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持する。 

  

 

年  月  日 

                                 

   甲（売払人） 

                     

 宮城県知事 村 井 嘉 浩 

 

 

                                   乙（買受人） 

                                      （住所） 

 

 

                                      （氏名）              印 
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別紙 

 特約                                                                                 

 乙は，売買物件の一部について，次の表のとおり，売買物件の所有権の移転した日から使用することを承諾

する。 

使用者名 使用目的 数量 使用承諾期間の期限 

    

 

（注）対象物件に電柱，埋設管等の貸付物件がある場合は，設置者との協議のための猶予期間として，一定期

間，使用承諾期間の特約を付す。 


